
目的（定款第４条） 建築物おける衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）に関する専門的な知識の普及と技術の向上により、ビルメンテナンス

業界の資的向上を図り、多数の者が使用し、または利用する建築物における衛生的な環境の確保を期するとともに、地域環境美化等に取り組む

ことによって、公衆衛生の向上と増進に寄与することを目的に、公益事業を主体として、次のとおり事業計画を策定し積極的に取り組むこととする。

2026年 2027年
事業内容（定款第5条） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

理事会 10日 8日 12日 10日 7日 11日 9日 13日 4日 8日 12日 12日
労働安全委員会 〇 〇 〇 17日 〇 4日 〇 〇

（１－③）
労働安全衛生大会の開催
￥1,000,000-

上程スケジュール（理事会） 審議 報告
（６－③）
無災害企業の表彰

上程スケジュール（理事会） 確認 報告

安全標語

上程スケジュール（理事会） 審議 報告

災害企業懇談会

上程スケジュール（理事会） 審議 　　 報告

他府県協会・団体の安全大会
安全パトロールへの出席

予算合計￥1,000,000ｰ（税込み）

★井上会長からの指示事項 会員企業を訪問し、どんな安全対策をやっているか調べて、労働安全衛生大会で披露することを検討する。
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